
目

次

告

示

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

公

告

○
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
二

人
事
委
員
会

○
令
和
六
年
度
青
森
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
方

式
）
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
百
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

七
ツ
石
内
科

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
七
ツ
石
町
二
七
の

一

令
和六･
三･
一

一
真
堂
薬
局
売
市
店

八
戸
市
売
市
三
丁
目
一
の
三
〇

〃

青
森
県
告
示
第
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報
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第
七
百
三
十
号

令
和
六
年三

月
一
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
四
五
四
号

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
根
岸
河
原
一
四
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
才
助
川
原
一
〇
の
一
七
ま
で

令
和
六･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
内
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
二
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

平
内
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

平
内
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
一

号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
一

号
）
の
事
業
地
よ
り
、
平
内
町
大
字
小
湊
字
愛
宕
、
字
家
ノ
下
、
字
後
萢
、
字
小
湊
、
字
下

槻
、
字
新
道
、
字
前
萢
、
字
薬
師
堂
、
字
雷
電
際
、
大
字
沼
館
字
沼
館
、
字
沼
館
尻
、
字
家

岸
、
大
字
福
館
字
雷
電
林
、
大
字
藤
沢
字
家
ノ
下
、
字
竹
達
、
字
長
橋
、
字
人
形
坂
、
字
八

幡
、
大
字
東
滝
字
滝
、
字
間
木
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
し
、
大
字
藤
沢
字
上
萢
、
字
浄

楽
堂
の
事
業
地
を
削
る
。

公

告

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行

令
和
六
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
建

築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

四
五
四
号

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
根
岸
河
原
二
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
豊
崎
町
字
才
助
川
原
一
〇
の
一
七
ま
で

前

七
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

七
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



令
和
六
年
三
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

令
和
六
年
七
月
七
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時

令
和
六
年
九
月
十
五
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

⑴

日
時

令
和
六
年
七
月
二
十
八
日
（
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

㈡

設
計
製
図
の
試
験

⑴

日
時

令
和
六
年
十
月
十
三
日
（
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

⑵

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

二

受
験
申
込
手
続

新
規
受
験
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
を
行
う
も
の
と
す

る
。

１

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

令
和
六
年
四
月
一
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
同
月
十
五
日
（
月
）
午
後
四
時
ま
で

２

受
験
申
込
方
法

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https://w
w
w
.jaeic.

or.jp/）
に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
込
む
こ
と
。

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体

に
障
が
い
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
に
は
、
令
和
六
年
四
月
八
日

（
月
）
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

三

合
格
発
表

１

二
級
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

令
和
六
年
八
月
二
十
六
日
（
月
）
（
予
定
）

㈡

設
計
製
図
の
試
験

令
和
六
年
十
二
月
五
日
（
木
）
（
予
定
）

２

木
造
建
築
士
試
験

㈠

学
科
の
試
験

令
和
六
年
八
月
二
十
六
日
（
月
）
（
予
定
）

㈡

設
計
製
図
の
試
験

令
和
六
年
十
二
月
五
日
（
木
）
（
予
定
）

四

そ
の
他

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
受
付
期
間
内
に
そ
の
旨
を
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

試
験
に
関
す
る
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会
（
電
話
〇
一
七
―
七

七
三
―
二
八
七
八
）
に
電
話
す
る
こ
と
。

な
お
、
試
験
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十

五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン

タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

人

事

委

員

会

令
和
６
年
度
青
森
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
方
式
）
公
告

令
和
６
年
度
青
森
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
方
式
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
の
で
、
人
事
委
員
会
規
則
６
－
15（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
第
10条
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令
和
６
年
３
月
１
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥
崎

栄
一

（ ）3 青 森 県 報 第730号令和６年３月１日 金曜日



１
試
験
の
種
類
及
び
程
度

⑴
種
類

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）

⑵
程
度

大
学
卒
業
程
度

２
試
験
職
種
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
内
容

試
験
職
種

採
用
予
定
人
員

職
務
の
内
容

病
院
運
営

２
人
程
度

病
院
局
に
お
い
て
、
病
院
の
経
営
企

画
、
診
療
報
酬
制
度
の
運
用
管
理
、
医
療

情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
等
の
病
院
運
営
事

務
に
従
事
す
る
。

注
令
和
６
年
度
に
実
施
す
る
青
森
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
及
び
青
森
県
職

員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
・
社
会
人
枠
）
と
の
併
願
を
可
能
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ

の
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
・
Ｓ
Ｐ
Ｉ
方
式
）
で
最
終
合
格
し
た
者
は
、
他
の
青
森
県
職
員

採
用
試
験
を
辞
退
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３
受
験
資
格

⑴
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る
者

①
平
成
４
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
15年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

②
平
成
15年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を

除
く
。
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。
）
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和
７
年
３
月
31日
ま
で
に
大
学

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
（
人
事
委
員
会
が
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者
を
含
む
。
）

⑵
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
受
験
で
き
な
い
。

①
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

②
地
方
公
務
員
法
第
16条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
う
ち
以
下
に
該
当
す
る
者

ア
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

イ
青
森
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

し
な
い
者

ウ
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府

を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加

入
し
た
者

③
現
に
青
森
県
職
員
（
臨
時
又
は
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
る
者

な
お
、
こ
の
試
験
と
異
な
る
種
類
等
の
試
験
を
受
験
し
て
採
用
さ
れ
た
者
は
、
受
験
可
能

な
場
合
も
あ
る
の
で
、
受
付
期
間
内
に
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

４
試
験
日
、
場
所
及
び
合
格
発
表

試
験
試
験
日

場
所

合
格

発
表

試
験
地

試
験
会
場

発
表
日

発
表
方
法

第
１
次

試
験

４
月
２
日
㈫

～
４
月
15日

㈪
の
う
ち
受

験
者
が
選
択

す
る
日

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

（
受
験
者
が
選
択
す
る
リ
ア
ル

会
場
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
会
場
）
４
月
25日
㈭

（
予
定
）

合
格
者
に
書

面
で
通
知
す
る

ほ
か
、
合
格
者

の
受
験
番
号
を

青
森
県
庁
及
び

県
内
各
地
域
県

民
局
の
掲
示
板

に
掲
示
す
る
。

ま
た
、
青
森
県

職
員
採
用
案
内

の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
に
も
合
格

者
の
受
験
番
号

を
掲
示
す
る
。

(https://w
w

w
.pref.aom
or

i.lg.jp/soshiki

/j-kanri/saiy

ou.htm
l)

第
２
次

試
験

５
月
15
日

㈬
、
16日
㈭

（
予
定
）

青
森
市
青
森
県
総
合
社
会
教

育
セ
ン
タ
ー

５
月
28日
㈫

（
予
定
）

注
１
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
の
リ
ア
ル
会
場
は
、
全
国
に
設
置
さ
れ
た
会
場
へ
来
場

し
、
対
面
の
監
督
の
も
と
受
検
す
る
も
の
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
場
は
、
自
宅
等
で
自
ら
パ

ソ
コ
ン
を
用
意
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
監
督
者
と
接
続
し
受
検
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
第
１
次
試
験
は
、
４
月
２
日
（
火
）
に
送
信
す
る
「
受
検
依
頼
メ
ー
ル
」
を
受
け
取
っ

た
後
、
Ｓ
Ｐ
Ｉ
３
を
受
検
す
る
日
・
会
場
を
予
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
し
く
は
試
験
案

内
を
確
認
す
る
こ
と
。

３
災
害
等
に
よ
り
緊
急
の
お
知
ら
せ
が
あ
る
場
合
は
、
青
森
県
職
員
採
用
案
内
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
緊
急
情
報
」
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
す
る
。

（
https://w
w
w
.pref.aom
ori.lg.jp/soshiki/j-kanri/shikentoujitsu.htm
l）

５
試
験
の
種
目
及
び
内
容

試
験

種
目

内
容
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第
１
次

試
験

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３

基
礎
能
力
検
査

言
語
的
能
力
や
数
的
処
理
能
力
及

び
論
理
的
思
考
力
に
つ
い
て
検
査
を

行
う
。

性
格
検
査

職
務
遂
行
に
必
要
な
適
性
に
つ
い

て
検
査
を
行
う
。

（
検
査
結
果
は
面
接
試
験
の
参
考
資

料
と
し
て
使
用
）

ア
ピ
ー
ル
シ
ー
ト
試
験

【
受
験
申
込
時
に
提
出
】

県
立
病
院
の
抱
え
る
課
題
へ
の
考
え
や
、
病
院
運
営

職
と
し
て
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
か
等
に
つ
い
て
審

査
す
る
。

第
２
次

試
験

適
性

検
査

公
務
員
と
し
て
の
適
性
に
つ
い
て
、
作
業
検
査
法
に

よ
る
検
査
を
行
う
。

面
接

試
験

人
物
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
及
び
個
別
面
接

に
よ
り
試
験
を
行
う
。

（
思
考
力
・
表
現
力
、
協
調
性
・
社
会
性
、
使
命
感
・

責
任
感
、
積
極
性
、
課
題
認
識
力
・
経
験
学
習
力
等
を

評
価
）

６
配
点

第
１
次
試
験

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３

ア
ピ
ー
ル
シ
ー
ト
試
験

計
基
礎
能
力
検
査

性
格
検
査

100

－

100

200

第
２
次
試
験

面
接
試
験

計
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

個
別
面
接

150

150

７
合
格
者
の
決
定
方
法

⑴
第
１
次
試
験

合
格
者
は
、
各
試
験
種
目
の
合
計
得
点
の
高
い
順
に
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
次
試
験
の

各
試
験
種
目
の
得
点
が
合
格
基
準
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
不
合
格
と
な
る
。

⑵
第
２
次
試
験

最
終
合
格
者
は
、
第
２
次
試
験
の
各
試
験
種
目
の
合
格
基
準
を
満
た
し
て
い
る
者
に
つ
い

て
、
第
２
次
試
験
の
得
点
の
高
い
順
に
決
定
す
る
。
第
１
次
試
験
の
試
験
結
果
は
反
映
さ
れ
な

い
。

８
受
験
申
込
方
法
及
び
受
付
期
間

受
験
申
込
方
法

青
森
県
職
員
採
用
案
内
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
経
由
し
て
「
青
森
県
電
子

申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、
所
定
の
事
項
を
入
力
す
る
こ

と
。
具
体
的
な
手
続
方
法
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
職
員
採
用
案
内
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
験
に
当
た
っ
て
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
必
要
と
な
る
た
め
、

あ
ら
か
じ
め
用
意
す
る
こ
と
。

受
付
期
間

３
月
１
日
（
金
）
午
前
８
時
30分
か
ら
３
月
26日
（
火
）
午
後
５
時
15

分
ま
で
の
間
に
、
「
青
森
県
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
」
で
受
信
し
た

も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

注
受
験
申
込
後
、
電
話
で
内
容
確
認
を
す
る
場
合
が
あ
る
。
「
017-734-9829」

か
ら
電
話

が
あ
っ
た
場
合
は
、
応
答
し
、
又
は
折
り
返
し
電
話
を
す
る
こ
と
。

９
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成
及
び
採
用
の
方
法

⑴
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成

こ
の
試
験
の
最
終
合
格
者
は
、
青
森
県
人
事
委
員
会
が
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載

さ
れ
る
。

⑵
採
用
の
方
法

任
命
権
者
（
青
森
県
病
院
事
業
管
理
者
）
は
、
青
森
県
人
事
委
員
会
が
提
示
す
る
採
用
候
補

者
名
簿
の
中
か
ら
採
用
者
を
内
定
す
る
。
最
終
合
格
者
は
最
終
合
格
発
表
後
の
辞
退
を
考
慮
し

て
、
採
用
予
定
人
員
よ
り
も
多
く
決
定
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
試
験
に
合
格
し
て
も

採
用
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

採
用
の
時
期
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
の
予
定
で
あ
る
。

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
名
簿
が
確
定
し
た
日
か
ら
１
年
間
で
あ

る
。

10
試
験
結
果
の
情
報
提
供

こ
の
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
受
験
者
本
人
の
口
頭
に
よ
る
申
出
に
応
じ
て
本
人
に
対
し
て
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次
の
と
お
り
情
報
提
供
す
る
。
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
学

生
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）
を
持
参
の
上
、
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で
の

間
に
青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
直
接
申
し
出
る
こ
と
（
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
は
受
け
付
け
な
い
。
）
。

申
出
で
き
る
者

提
供
す
る
情
報

提
供
で
き
る
期
間

第
１
次
試
験

不
合
格
者

第
１
次
試
験
の
試
験
種
目
別

得
点
、
総
合
得
点
、
順
位
及

び
合
格
基
準
未
満
の
試
験
種

目

第
１
次
試
験
合
格
発

表
の
日
か
ら
１
月
間

第
２
次
試
験

受
験
者

第
１
次
試
験
の
試
験
種
目
別

得
点
、
総
合
得
点
及
び
順

位
、
第
２
次
試
験
の
試
験
種

目
別
得
点
及
び
合
格
基
準
未

満
の
試
験
種
目
並
び
に
最
終

総
合
得
点
及
び
最
終
順
位

最
終
合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

注
合
格
基
準
未
満
の
試
験
種
目
が
あ
る
場
合
、
順
位
又
は
最
終
順
位
は
付
か
な
い
。

11
初
任
給
そ
の
他
の
給
与

初
任
給
は
、
令
和
６
年
４
月
採
用
の
大
学
新
卒
者
の
場
合
で
202,400円

程
度
で
あ
り
、
６
月

及
び
12月
に
期
末
・
勤
勉
手
当
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
支
給
条
件
に
応
じ
て
扶
養
手
当
、
通
勤
手

当
、
住
居
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複
数
の
規
定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を

含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異

な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

第
一
条
の
二

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

職
員

警
察
法
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
青
森
県
警
察
に
置
く
警

察
官
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
い
う
。

二

﹇
略
﹈

（
警
務
部
の
分
課
）

第
二
条

警
務
部
に
次
の
八
課
を
置
く
。

総
務
課

広
報
課

警
務
課

教
養
課

会
計
課

施
設
装
備
課

留
置
管
理
課

監
察
課

（
定
義
）

第
一
条
の
二

﹇
同
上
﹈

一

職
員

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
青
森
県
警
察
に
置
く

警
察
官
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
い
う
。

二

﹇
同
上
﹈

（
警
務
部
の
分
課
）

第
二
条

警
務
部
に
次
の
八
課
を
置
く
。

総
務
課

広
報
課

警
務
課

教
養
課

会
計
課

施
設
課

留
置
管
理
課

監
察
課
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（
警
務
課
）

第
四
条

警
務
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
十
一

略
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

十
二
・
十
三

﹇
略
﹈

（
教
養
課
）

第
五
条

教
養
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

四

拳
銃
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五
〜
七

﹇
略
﹈

（
施
設
装
備
課
）

第
六
条
の
二

施
設
装
備
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

三

警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
（
教
養
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

物
品
の
調
達
に
関
す
る
こ
と
（
会
計

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

（
総
務
事
務
推
進
課
）

第
七
条
の
三

総
務
事
務
推
進
課
に
お
い
て

は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

﹇
略
﹈

二

警
察
通
信
に
関
す
る
こ
と
（
通
信
指

令
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

﹇
三
〜
五

略
﹈

（
生
活
安
全
企
画
課
）

（
警
務
課
）

第
四
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
十
一

同
上
﹈

十
二

警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
・
十
四

﹇
同
上
﹈

﹇
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
﹈

（
教
養
課
）

第
五
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

四
〜
六

﹇
同
上
﹈

﹇
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。
﹈

（
施
設
課
）

第
六
条
の
二

施
設
課
に
お
い
て
は
、
次
の

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
・
二

同
上
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

（
総
務
事
務
推
進
課
）

第
七
条
の
三

﹇
同
上
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

警
察
通
信
（
通
信
指
令
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ

と
。

﹇
三
〜
五

同
上
﹈

（
生
活
安
全
企
画
課
）

第
九
条

生
活
安
全
企
画
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

三

質
屋
及
び
古
物
商
に
関
す
る
こ
と
。

四

警
備
業
及
び
探
偵
業
に
関
す
る
こ

と
。

五

銃
砲
刀
剣
類
及
び
火
薬
類
、
高
圧
ガ

ス
、
放
射
性
物
質
そ
の
他
の
危
険
物
に

関
す
る
こ
と
（
捜
査
第
二
課
及
び
警
備

第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

六

風
俗
営
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
号
を
削
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

七
・
八

﹇
略
﹈

（
人
身
安
全
対
策
課
）

第
九
条
の
二

人
身
安
全
対
策
課
に
お
い
て

は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
四

略
﹈

五

子
供
・
女
性
を
対
象
と
す
る
性
犯
罪

等
の
脅
威
事
犯
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

少
年
非
行
の
防
止
に
関
す
る
調
査
及

び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

七

少
年
指
導
委
員
、
少
年
補
導
協
力
員

第
九
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

少
年
非
行
の
防
止
に
関
す
る
調
査
及

び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

四

少
年
指
導
委
員
、
少
年
補
導
協
力
員

等
に
関
す
る
こ
と
。

五

少
年
の
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

六

犯
罪
そ
の
他
少
年
の
健
全
な
育
成
を

阻
害
す
る
行
為
に
係
る
被
害
少
年
の
保

護
に
関
す
る
こ
と
。

七

少
年
事
件
の
捜
査
及
び
調
査
に
関
す

る
こ
と
。

八

少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
取
締

り
に
関
す
る
こ
と
。

九

少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の
排

除
に
関
す
る
こ
と
。

十
・
十
一

﹇
同
上
﹈

﹇
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
﹈

（
人
身
安
全
対
策
課
）

第
九
条
の
二

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

五

子
供
・
女
性
を
対
象
と
す
る
性
犯
罪

等
の
前
兆
事
案
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈
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等
に
関
す
る
こ
と
。

八

少
年
の
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

九

犯
罪
そ
の
他
少
年
の
健
全
な
育
成
を

阻
害
す
る
行
為
に
係
る
被
害
少
年
の
保

護
に
関
す
る
こ
と
。

十

少
年
事
件
の
捜
査
及
び
調
査
に
関
す

る
こ
と
。

十
一

少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯
罪
の
取

締
り
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

少
年
に
対
す
る
暴
力
団
の
影
響
の

排
除
に
関
す
る
こ
と
。

（
生
活
保
安
課
）

第
十
条
の
三

生
活
保
安
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

﹇
号
を
削
る
。
﹈

六

﹇
略
﹈

（
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
）

第
十
五
条
の
五

高
速
道
路
交
通
警
察
隊
に

お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

高
速
自
動
車
国
道
（
道
路
交
通
法
第

百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公

安
委
員
会
が
指
定
す
る
自
動
車
専
用
道

路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

（
生
活
保
安
課
）

第
十
条
の
三

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

六

質
屋
及
び
古
物
商
に
関
す
る
こ
と
。

七

警
備
業
及
び
探
偵
業
に
関
す
る
こ

と
。

八

銃
砲
刀
剣
類
及
び
火
薬
類
、
高
圧
ガ

ス
、
放
射
性
物
質
そ
の
他
の
危
険
物
に

関
す
る
こ
と
（
捜
査
第
二
課
及
び
警
備

第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

九

風
俗
営
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

十

﹇
同
上
﹈

（
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
）

第
十
五
条
の
五

﹇
同
上
﹈

一

高
速
自
動
車
国
道
（
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第

百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公

安
委
員
会
が
指
定
す
る
自
動
車
専
用
道

交
通
の
指
導
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

﹇
二
〜
六

略
﹈

（
警
備
部
の
分
課
）

第
十
六
条

警
備
部
に
次
の
四
課
及
び
機
動

隊
を
置
く
。

警
備
第
一
課

警
備
第
二
課

警
衛
対
策
課

外
事
課

（
警
備
第
二
課
）

第
十
七
条
の
二

警
備
第
二
課
に
お
い
て

は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
五

略
﹈

六

警
衛
に
関
す
る
こ
と
（
警
衛
対
策
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

警
護
に
関
す
る
こ
と
（
警
衛
対
策
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

﹇
八
〜
十
一

略
﹈

（
警
衛
対
策
課
）

第
十
七
条
の
三

警
衛
対
策
課
に
お
い
て

は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
八
十
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
及
び

第
二
十
五
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大

会
に
係
る
警
備
実
施
、
警
衛
及
び
警
護

に
関
す
る
こ
と
。

二

本
部
長
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

（
外
事
課
）

第
十
七
条
の
四

﹇
略
﹈

（
機
動
隊
）

路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る

交
通
の
指
導
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ

と
。

﹇
二
〜
六

同
上
﹈

（
警
備
部
の
分
課
）

第
十
六
条

警
備
部
に
次
の
三
課
及
び
機
動

隊
を
置
く
。

警
備
第
一
課

警
備
第
二
課

外
事
課

（
警
備
第
二
課
）

第
十
七
条
の
二

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

六

警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

七

警
護
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
八
〜
十
一

同
上
﹈

﹇
条
を
加
え
る
。
﹈

（
外
事
課
）

第
十
七
条
の
三

﹇
同
上
﹈

（
機
動
隊
）
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第
十
七
条
の
五

﹇
略
﹈

第
十
七
条
の
四

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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